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「第１章 計画策定の趣旨」  

見直し前（令和３年３月基本計画） 見直し後（令和８年３月基本計画） 

【第１節 計画策定のねらい】 

（略） 

鳥栖市（以下「本市」という。）では、平成 28 年 3 月に一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（以下「既

定計画」という。）を策定しており、循環型社会の構築に向けたごみ処理行政を推進するための施策  

に取り組んでいるところである。 

 

 

 

 

 

 

既定計画策定以降、本市では人口の増加や産業活動が活発化しており、ごみ排出量が大きく変動し

ていることや、本市のごみを処理している組合（※）のごみ処理施設は、更新を検討する時期と    

なっていること等の社会的情勢の変動を踏まえて、一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（以下「本計画」

という。）の見直しを行い、今後 10 年間のごみ処理の目標を定めると同時に、目標達成に向けた住民・

事業者の具体的な取組、さらに行政の施策を明らかにした。 

※（既存）鳥栖・三養基西部環境施設組合、（将来）佐賀県東部環境施設組合を以下「組合」という。 

 

 

 

 

【第１節 計画策定のねらい】 P2 

（略） 

鳥栖市（以下「本市」という。）では、平成28年3月に一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（以下「既

定計画」という。）を策定しており、循環型社会の構築に向けたごみ処理行政を推進するための施策に

取り組んでいるところである。2015年には国連持続可能な開発サミットにおいて持続可能な開発目標

（SDGs）が採択され、17の基本目標と169のターゲットが設定された。本市でも、総合計画の基本目

標ごとに位置付ける各種施策の推進において、SDGsの理念を意識しながら取り組むため、各種施策とSDGs

との関連付けを行っている。さらに、国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050

年カーボンニュートラル宣言」をしており、本市でも、令和5年12月に「2050年度までに二酸化炭素排出量

を実質ゼロにする“ゼロカーボンシティ”の実現に向け、市民、事業者、行政が一体となって取り組む」旨

の「鳥栖市ゼロカーボンシティ宣言」を宣明している。 

こうした現状をふまえ、既定計画策定以降ごみ排出量が大きく変動していることや、本市のごみを

処理している組合（※）のごみ処理施設の更新があったこと等の社会的情勢の変動を踏まえて、一般

廃棄物（ごみ）処理基本計画（以下「本計画」という。）の見直しを行い、今後 5 年間のごみ処理の目

標を定めると同時に、目標達成に向けた住民・事業者の具体的な取組、さらに行政の施策を明らかに

した。 

※（旧）鳥栖・三養基西部環境施設組合、（現）佐賀県東部環境施設組合を以下「組合」という。 

 

 

 

主要変更対照表 資料 2 
● 主な変更点 

SDGs、ゼロカーボンに関する記述を追加 

Administrator
スタンプ
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「第 2章 地域特性」  

見直し前（令和３年３月基本計画） 見直し後（令和８年３月基本計画） 

【計画期間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画期間】P3 

 

追加 
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「第 2章 地域特性」  

見直し前（令和３年３月基本計画） 見直し後（令和８年３月基本計画） 

【第１節 廃棄物処理の現状と課題】 

2 ごみの排出量 

  2-2 1 人 1 日当たりごみ排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第１節 廃棄物処理の現状と課題】 

2 ごみの排出量 P19 

2-2 1 人 1 日当たりごみ排出量 
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「第 2章 地域特性」  

見直し前（令和３年３月基本計画） 見直し後（令和８年３月基本計画） 

2-4 事業系 1 日当たりごみ排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 事業系 1 日当たりごみ排出量 
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「第 3章 ごみ処理の基本的な方針と目標」  

見直し前（令和３年３月基本計画） 見直し後（令和８年３月基本計画） 

4 ごみ処理システム 

4-1 収集運搬に関する事項 

4 ごみ処理システム 

4-1 収集運搬に関する事項 P22 特小ごみ袋を追加 
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見直し前（令和３年３月基本計画） 見直し後（令和８年３月基本計画） 

4-2 ごみ処理の流れ  

現在、本市から排出された可燃ごみは、鳥栖・三養基西部環境施設組合が管轄する溶融資源化セ

ンターで溶融処理を行っており、溶融処理により生成した溶融スラグ、メタル及び溶融飛灰は路盤

材等の土木資材やセメント原料等として有効利用している。令和６年度から稼働するエネルギー回

収型廃棄物処理施設では焼却処理を行い、焼却主灰、焼却飛灰は 100％有効利用の予定とする。 

現在、不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみについても、組合が管轄する鳥栖・三養基西部リサイク

ルプラザ（以下「リサイクルプラザ」という。）で破砕・選別・圧縮梱包等の処理を処理対象物の

特性に合わせた方法で行っている。その際に回収した金属類等は資源化、その他処理過程で発生し

た可燃残渣及び不燃残渣は溶融資源化センターで溶融処理している（令和６年度からエネルギー回

収型廃棄物処理施設で焼却処理の予定）。 

 

4-2 ごみ処理の流れ P23 

現在、本市から排出された可燃ごみは、佐賀県東部環境施設組合が管轄する佐賀東部クリーンエ

コランドで焼却処理を行っており、焼却処理に伴う焼却主灰、焼却飛灰を全量資源化している。   

 

 

不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみについては、鳥栖・三養基西部リサイクルプラザで処理対象物

の特性に合わせ破砕・選別・圧縮梱包等の処理を行っている。その際に回収した金属類等は資源化、

その他処理過程で発生した可燃残渣及び不燃残渣は佐賀東部クリーンエコランドで焼却処理して

いる。不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみの処理については、現在マテリアルリサイクル推進施設の

整備を行っており、令和 11 年度より稼働開始予定である。 

 

 
ごみ処理の流れについて、現状に合わせて修正 
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見直し前（令和３年３月基本計画） 見直し後（令和８年３月基本計画） 

【4-3 ごみ処理施設】 

現在、本市から排出されたごみは、鳥栖・三養基西部環境施設組合が管轄する溶融資源化センタ

ー、リサイクルプラザ及び本市が許可する施設において処理を行っている。  

溶融資源化センターでは、溶融処理後に発生する溶融スラグ、メタル及び溶融飛灰を土木資材や

セメント原料等として有効利用している。また、本施設では焼却処理時に発生する廃熱を回収した

発電を行っており、施設内の電力として利用している。 

リサイクルプラザでは、不燃ごみや粗大ごみを破砕処理・選別・圧縮、資源ごみは選別・圧縮・

保管等を行い、資源化の促進を図っている。 

本市が許可する施設においては、剪定枝等を資源化処理している。 

令和 6 年度からは、溶融資源化センターに替わり、佐賀県東部環境施設組合が管轄するエネルギ

ー回収型廃棄物処理施設においてごみの処理を行う。同施設では、焼却処理後に発生する焼却主灰、

焼却飛灰は 100％有効利用の予定とする。 

 

【4-3 ごみ処理施設】P24 

現在、本市から排出されたごみは、佐賀県東部環境施設組合が管轄する佐賀東部クリーンエコラ

ンド、鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ及び本市が許可する施設において処理を行っている。   

佐賀東部クリーンエコランドでは、焼却処理後に発生する焼却主灰、焼却飛灰を土木資材やセメ

ント原料等として有効利用している。また、本施設では焼却処理時に発生する廃熱を回収した発電

を行っており、施設内の電力として利用している。  

鳥栖・三養基西部リサイクルプラザでは、不燃ごみや粗大ごみを破砕処理・選別・圧縮、資源ご

みは選別・圧縮・保管等を行い、資源化の促進を図っている。  

本市が許可する施設においては、剪定枝等を資源化処理している。 

 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ処理施設について、現状に合わせて修正 
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見直し前（令和３年３月基本計画） 見直し後（令和８年３月基本計画） 

5 排出抑制・再資源化への取組 

5-5 エコ・ショップ＆エコ・オフィス 

鳥栖市では、ごみの減量化やリサイクルの促進並びに環境保全に積極的に取り組む店舗を 

エコ・ショップ、事業所をエコ・オフィスとして認定し、広く市民に PRし、推奨している。 

 

 

5 排出抑制・再資源化への取組 

5-5 ゼロカーボン推進パートナー P26 

鳥栖市では、「2050 年度までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする“ゼロカーボンシティ”の実

現に向け、市民、事業者、行政が一体となって取り組む」旨の「鳥栖市ゼロカーボンシティ宣言」

を宣明している。リサイクルの促進や食品ロスの削減などに取り組む事業者を、「鳥栖市ゼロカー

ボン推進パートナー」として認定し、ゼロカーボンに向けてともに歩みをすすめている。 

 

ゼロカーボン推進パートナーに変更 
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見直し前（令和３年３月基本計画） 見直し後（令和８年３月基本計画） 

8 ごみ処理に関する組織体制及び処理経費 

8-1 ごみ処理の組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ごみ処理に関する組織体制及び処理経費 

8-1 ごみ処理の組織体制  P35 

 

 

現状に合わせて修正 
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見直し前（令和３年３月基本計画） 見直し後（令和８年３月基本計画） 

10 ごみ処理に関する課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第２節 ごみ処理の目標】 

2 ごみ処理主体 

 

 

 

 

 

10 ごみ処理に関する課題 P38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第２節 ごみ処理の目標】 

2 ごみ処理主体 

 2-4 ごみ処理体制 P43 

 

現状に合わせた内容に変更 

新規追加 
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見直し前（令和３年３月基本計画） 見直し後（令和８年３月基本計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P45 

P46 
目標値の変更 
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見直し前（令和３年３月基本計画） 見直し後（令和８年３月基本計画） 

5 目標値のまとめ 

 

 

5 目標値のまとめ P48 
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見直し前（令和３年３月基本計画） 見直し後（令和８年３月基本計画） 

【第４節 排出抑制計画】 

2 市民の意識向上を図るための取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 事業者の意識向上を図るための取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第４節 排出抑制計画】  

1 市民の意識向上を図るための取組 P51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 事業者の意識向上を図るための取組 P52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規追加 

現状に合わせて変更 
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見直し前（令和３年３月基本計画） 見直し後（令和８年３月基本計画） 

3 行政の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 行政の取組 P53-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第６節 ごみ処理計画】 

1 収集運搬計画 

1-2 収集運搬の施策  P56 

 

 

新規追加 




